
唐津市告示第８６号 

 カーボンニュートラル加速化補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

  唐津市長 峰  達 郎     

 

カーボンニュートラル加速化補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地球温暖化の防止と脱炭素社会の実現に寄与する設備及び自

動車を導入するもの並びに本市の市民団体が行う地球温暖化の防止と脱炭素社会

の実現に寄与する先進的な事業活動に対し予算の範囲内において補助金を交付す

ることに関し唐津市補助金等交付規則（平成１７年規則第４２号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 電気自動車 搭載された電池（燃料電池を除く。）によって駆動する電動機

を原動機として搭載し、内燃機関を併用しない検査済自動車（道路運送車両法

（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項の規定による自動車検査証の交

付を受けた同法第２条第２項に規定する自動車をいう。以下同じ。）をいう。 

(2) ＺＥＨ＋ 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備シ

ステムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現し

た上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消

費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウス(ＺＥＨ)の基準に加え、より高度な断熱性能や省エネルギー性能を満たす

住宅設備を導入した住宅をいう。 

(3) 市民団体等 市民団体、ＮＰＯ法人、ボランティア団体又は市長が認める団

体をいう。 

（補助対象設備） 



第３条 補助金の交付の対象となる設備は、地球温暖化の防止と脱炭素社会の実現

に寄与する設備及び自動車（以下「補助対象設備」という。）であって、別表第

１に掲げるものとする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象事業は、本市の市民団体等が行う地球温暖化の防止と

脱炭素社会の実現に寄与する先進的な事業活動（以下「補助対象事業」とい

う。）とし、次に掲げるものとする。 

(1) 団体の構成員によって継続的に実施される団体活動 

(2) 団体の構成員以外の来場者を募り、交付申請年度内の単発的に実施される環

境イベント 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。 

(1) 唐津市の他の補助金の交付を受ける事業 

(2) 施設又は設備の設置等を主たる目的とした事業 

(3) 物品販売等の営利を目的とした事業 

(4) 事業の内容が特定の者の利益のために行う事業 

(5) 政治又は宗教を支持する事業 

(6) 地域住民のイベント、祭り、運動会等の催しに係る事業 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた事業 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象となるものは別表第２に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下｢補助対象経費｣という。）は、補助

対象事業の実施に要する経費のうち、別表第３に掲げる経費とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、別表第４に掲げる額とする。この場合において、補助金額

に千円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 



第８条 補助金の交付を受けようとするものは、カーボンニュートラル加速化補助

金交付申請書（個人申請用）（第１号様式）又はカーボンニュートラル加速化補

助金交付申請書（団体申請用）（第２号様式）に別表第５に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する補助金の申請は、同一年度において１回を限度とする。 

（補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、カーボンニュートラル加速化補助金交付決定通知書（第３号様式）により、

申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の５の項及び６の項に掲げる補助対象設備

の申請があったときは、補助金の交付を決定するとともに、その額を確定し、そ

の旨をカーボンニュートラル加速化補助金交付決定及び額の確定通知書（第４号

様式）により、申請者に通知するものとする。 

（変更申請） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助金交付の決定の通知を受けた

後において、申請の内容に変更が生じた場合においては、あらかじめカーボンニ

ュートラル加速化補助金交付変更申請書（個人申請用）（第５号様式）又はカー

ボンニュートラル加速化補助金交付変更申請書（団体申請用）（第６号様式）を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変

更は、この限りでない。 

(1) 補助金の額に変更がない場合で、補助対象経費の配分又は執行計画を変更す

るとき。 

(2) 補助目的及び効果に影響を及ぼさない程度の計画の細部を変更する場合 

２ 市長は、前項の申請があった場合、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取

り消し、又は内容等を変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消し又は変更をしたときは、

カーボンニュートラル加速化補助金交付変更等決定通知書（第７号様式）により

申請者に通知するものとする。 



（実績報告） 

第１１条 規則第１５条第１項の実績報告書はカーボンニュートラル加速化事業実

績報告書（個人用）（第８号様式）又はカーボンニュートラル加速化事業実績報

告書（団体用）（第９号様式）によるものとし、別表第６に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の５の項及び６の項に掲げる補助対象設備

の実績報告書の提出については、第８条に規定する申請書の提出により、された

ものとみなす。 

（関係書類の整備） 

第１２条 補助金の交付を受けたものは、補助対象設備及び補助対象事業に係る収

入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理

し、前条の規定による実績報告の完了後、別表第７に掲げる年数の間保管してお

かなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、第１１条の報告を受けた場合は、その報告に係る補助対象設備

及び補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

するかどうかを審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、

申請者にカーボンニュートラル加速化補助金確定通知書（第１０号様式）により

通知するものとする。 

（立入調査等） 

第１４条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を受けたものに対し

補助対象設備及び補助対象事業に関する新たな報告を求め、帳簿書類その他物件

を調査し、又は関係者に質問することができる。 

２ 補助金の交付の決定を受けたものは、前項の規定による報告の聴取、物件の調

査又は関係者への質問を受けたときは、これに応じなければならない。 

（財産の管理） 

第１５条 補助金の交付を受けたものは、補助金の交付により取得した財産につい

て、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。この場合において、



天災地変その他補助金の交付を受けたものの責に帰することのできない理由によ

り、当該財産が損傷又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

（財産処分の制限） 

第１６条 規則第２５条第１項ただし書に規定する財産処分を制限する期間は、別

表第７に掲げる年数とする。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （唐津市家庭用ごみ処理機器購入費補助金交付要綱の廃止） 

２ 唐津市家庭用ごみ処理機器購入費補助金交付要綱（平成１７年告示第３１号）

は、廃止する。 

 附 則（唐津市告示第  号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

区分 要件 備考 

１ 電気自動車 (1) ４輪以上の車両であって、外部

給電器及びＶ２Ｈ充放電設備を経

由して給電できる機能を有してい

るものであること。 

(2) 自動車検査証の燃料の種類が電

気であること。 

(3) 補助金の交付決定後に初年度登

録される車両であること。 

自ら居住する市内

の既存又は新築の

個人住宅（自己の

居住の用に供する

建築物をいう。）

又は併用住宅（１

つの建築物に個人

住宅部分及び店舗 



 (4) 自動車検査証の自家用・事業用

の別が自家用であること。 

(5) 自動車検査証における使用の本

拠の位置が唐津市内であること。 

又は事務所の部分

があり、それらが

一体として利用さ

れ る 建 築 物 で あ

り、自己の居住の

用に供する部分に

限る。）に未使用

の設備を事業者と

工事請負契約等を

締結して導入する

こと。 

２ ＺＥＨ＋設

備 

市長が別に定める設備であること。 

３ 電動生ごみ

処理機器 

電気式又はバイオ式などで、生ごみ

を乾燥、発酵等の処理をすることが 

可能な機器であること（単に生ごみ

を粉砕し、下水道等に排出する機器

を除く。）。 

機器を購入した日

から起算し、１年

以内に申請するも

のに限る。 

別表第２（第５条関係） 

区分 要件 

１ 電気自動車 (1) 唐津市の住民基本台帳に記載されていること。 

(2) 市税に滞納がないこと。 

(3) 補助対象の車両の自動車検査証に記載される所有

者とする。ただし、割賦販売（所有権留保条項付売

買契約）（自動車販売業者、ローン会社等が自動車

検査証に記載される所有者となるもの）により補助

対象の車両を導入する場合にあっては、当該車両の

使用者とする。 

２ ＺＥＨ＋設備 (１) 唐津市の住民基本台帳に記載されていること。 



(２) 市税に滞納がないこと。 

(３) 機器を設置できる場所を有すること。 

(４) 自己の責任において設備を設置し、これを適切

に維持管理できること。 

３ 団体活動 (1) １０人以上で構成される市民団体等であること。 

(2) 自ら発意・企画し、自主的にこの要綱の目的に沿

った環境保全に関する実践活動を行う団体であるこ

と。 

(3) 唐津市内に主たる事務所を有し、かつ、主たる活

動を唐津市内で行っている団体であること。 

(4) 営利活動が主たる目的でない団体及び宗教活動又

は政治活動が目的でない団体であること。 

４ 環境イベント (1) ５人以上で構成される市民団体等であること。 

(2) ５人以上の来場者（リモートを含む。）が見込め

るイベントを自ら発意・企画し、自主的にこの要綱

の目的に沿った環境保全に関する実践活動を行う団

体であること。 

(3) 唐津市内に主たる事務所を有し、かつ、主たる活

動を唐津市内で行っている団体であること。 

(4) 営利活動が主たる目的でない団体及び宗教活動又 

は政治活動が目的でない団体であること。 

 ５ 電動生ごみ処理

機器 

(1) 唐津市の住民基本台帳に記載されており、かつ、

機器を設置できる場所を有すること。 

(2) 自己の責任において機器を設置し、これを適切に 

 維持管理すること。 

別表第３（第６条関係） 

区分 補助対象経費 



１ 電気自動車 車両の購入費（オプションの費用、送料、

手数料その他の車両本体価格以外の費用を

除く。） 

２ ＺＥＨ＋設備 設備の設置工事費 

３ 団体活動及び環境イベント (1) 旅費 

(2) 謝金 

(3) 消耗品費 

(4) 印刷製本費 

(5) 通信運搬費 

(6) 保険料 

(7) 使用料及び賃借料 

 (8) 原材料費 

(9) 備品購入費 

４ 電動生ごみ処理機器 機器の購入費 

別表第４（第７条関係） 

区分 補助金の額 

１ 電気自動車 ５万円又は補助対象経費の額のいずれか低い額と

する。 

２ ＺＥＨ＋設備 ５万円又は補助対象経費の額のいずれか低い額と

する。 

３ 団体活動 補助対象経費の１０分の９以内とし、５０万円を

上限とする。 

４ 環境イベント 補助対象経費の１０分の９以内とし、１０万円を

上限とする。 

５ 電動生ごみ処理機器 補助対象経費の２分の１以内とし、２万円を上限

とする。 

別表第５（第８条関係） 



区分 添付書類 

１ 電気自動車 (1) 申請者の住民票の写し（発行から３か月以内のもの） 

(2) 市税に滞納がないことを証する書類（発行から３か月

以内のもの） 

(3) 購入予定車両の規格等が分かるもの 

(4) 購入予定車両の見積書（本体価格が分かるもの） 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ ＺＥＨ＋設

備 

(1) 申請者の住民票の写し（発行から３か月以内のもの） 

(2) 市税に滞納がないことを証する書類（発行から３か月

以内のもの） 

(3) 国補助金の執行団体から送付を受けた交付決定通知書

の写し 

(4) 工事請負契約書等の写し（契約内容、工事予定日、工

事期間等が分かるもの） 

(5) 設置予定設備の工事見積書（図面等を含む。）の写し 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 団体活動及

び環境イベン

ト 

(1) 事業計画書 

(2) 事業収支計画書 

(3) 団体調書 

(4) 実施団体の規約及び会員名簿 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

４ 電動生ごみ

処理機器 

(1) 領収書（通信販売等において領収書発行がないものに

ついては、支払証明書等（本体購入価格が分かるも

の）） 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

別表第６（第１１条関係） 

区分 添付書類 



１ 電気自動車 (1) 領収書の写し（本体価格が分かるもの） 

(2) 購入車両の写真（車両本体の写真でナンバーが確認で 

  きるもの） 

(3) 自動車検査証の写し 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ ＺＥＨ＋設

備 

(1) 工事代金支払領収書の写し 

(2) 補助対象住宅のＢＥＬＳ評価書の写し 

(3) 補助対象住宅のＺＥＨ＋に必要な設備の確認ができる

資料 

(4) 国補助金の執行団体から送付を受けた補助金確定通知

書の写し。ただし、執行団体に完了の報告を行い、審査

が始まっているものの、市の実績報告書提出期日までに

当該通知書が届いていない場合は、振込確定通知、また

は執行団体への実績報告時に提出した書類の写しを提出

すること。 

(5) 施工管理写真（施工中及び施工後） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 団体活動及 (1) 事業報告書 

び環境イベン

ト 

(2) 事業収支決算書 

(3) 補助対象事業実施の際に使用した各種資料 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

別表第７（第１２条、第１６条関係） 

設備 年数 

電気自動車 ５年 

ＺＨＥ＋ ６年 

電動生ごみ処理機器 ５年 

 


